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【学校法人 青山学園 はずみやこ幼稚園】 
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はじめに 
昭和 56 年 4 月にみやこ幼稚園を開園して以来、6 幼稚園を岡崎市・西尾市に開園させいただき、

２こども園を幸田町と吉良町に開園させていただきました。 

人の生涯は、幼児期にどれだけ良い経験を、豊かにさせてあげられるかによって決まると言われ

ています。学校法人青山学園では、無限の可能性を秘めた大切な子ども達の健やかな成長のために、

職員一丸となり教育・保育内容の充実に努力してまいります。 

学校法人青山学園 はずみやこ幼稚園は、当学園の？ガイドに書かれている事をご理解していた

だいた方にご入園していただいてます。 

皆様と共に、子ども達にとってより良い教育環境を作っていけますよう、努力していきますので、

ご理解をよろしくお願いいたします。 
 

☆ 学校法人青山学園の概要 ☆ 
理事長  青山 林平 

本部住所 岡崎市福岡町字北西仲9 番地4 

電話番号 ０５６４－５３－００１０ 

ホームページ http//www.aoyamagakuen.com/ 

 

沿 革 

 

昭和５６年１月 学校法人青山学園 設立 

昭和５６年４月 みやこ幼稚園 開園（園児数６８名 職員数６名） 

平成５年４月  ながら幼稚園 開園 

平成９年４月  みやこ第二幼稚園 開園 

平成１５年４月 やはぎみやこ幼稚園 開園 

平成１７年４月 はずみやこ幼稚園 開園 

平成２５年４月 むつみみやこ幼稚園 開園 

平成２９年４月 幸田みやこ認定こども園 開園 

 

令和２年５月現在 園児数１１８９名 職員数１５９名 

 

☆ はずみやこ幼稚園の概要 ☆ 
施設の種類 幼稚園 

施設の名称 はずみやこ幼稚園 

開設年月日 平成17年4月1日 

施設の所在地 西尾市一色町大塚大坪56番地1 

連絡先 電話0563-72-0860  FAX 0563-72-0867 

管理者 園長 深谷 孝之 

利用定員 200人 

定員内訳 

満3歳・3歳児 4歳児 5歳児 合計 

60人 70人 70人 200人 
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はずみやこ幼稚園 

 
☆ 教育目標 ☆ 

つよく ・・・何事にも進んで頑張れる体力 

あかるく・・・友達と仲良くし会える明るい心 

ただしく・・・良いこと悪いことが判断できる能力 
 

４つのできる子 あいさつ・へんじ・なかよく・がまん 

 

☆ 教育方針 ☆ 
子どもの無限の可能性を信じます  
子どもの可能性は無限大です。やれる、やれないと決めつけずに、子どもの挑戦心、もっとやれる、

まだ頑張れるという心を最大限に活かせるようにします。 

子どもではなく人を育てます 
今何ができるのか？よりも、乳児期・幼児期に何をすれば、豊かな人生を送ることができるのか？

卒園してからの人生であらゆる選択ができる人を育て、豊かな人生が送れる人を育てます。 

日々の生活を大切にします 
毎日の小さな成長の繰り返しがやがて大きな成長へつながっていきます。毎日を大切にし、小さな

成長、小さな成功、小さな失敗を見落とすことなく、子どもの成長へつなげます。 

情のある人を育てます 
保護者の皆様の愛情、友達との友情、周りの人へのご芳情、様々な情がありますが、子どもが情を

もって成長できるように、情熱をもって育てます。 

躾を大切にします 
躾と聞くとどのようなイメージを持ちますか？躾は子どもの自立への第一歩だと考えています。自

分の行動や生活習慣に責任を持ち、大人が社会のきまりや生活を強制しなくても、自分で考えて行

動できるようにします。 

 



- 3 - 

☆ 教育内容 ☆ 
１ 基本的生活習慣づくり 
  毎日の生活の基本を身につけることは、健康な心身を作り、毎日を元気で楽しく過ごすために大切なことです。

そのために、基本的生活習慣が身につくように指導しています。 

(１) 元気な声であいさつ・返事をする 

 先生やお友達、そしてお客さまにも元気にあいさつと返事ができるように、教師はいつも一緒にあいさつをします。 

(２) 話し手を見て話を聞く 
子どもたちはやり方がわかると、集中して活動に取り組みます。そのためには、まず話し手の話がしっかり聞け

ることが大切です。いま何を話しているのか、話し手に注目して聞けるように、教師は言葉がけをします。 

(３) よい姿勢をとる（立腰―腰骨を立てる） 
毎朝、床に正座して手は膝に置き、背筋を伸ばして 1 日をスタートします。教師は子どもの背筋がまっすぐに伸

びているかを手で確かめます。椅子に座っているときも同じように指導します。 

(４) 協調性を養う 
 幼稚園では人と関わることがたくさんあります。 お礼を言う、謝る、譲るなど、関わる人の立場に立って生活で 

きるように、教師が言葉をかけます。 

(５) 並ぶことができる 

 集団生活の中では、集合・解散や移動は数多くあり、また大切な行動です。年少児は「きしゃぽっぽ」から始まり 

ますが、やがては運動場や遊戯室、教室の目印を、自分で見て覚えて並べるようにします。 

 

２ 魅力あふれる行事 
  行事は、特別なプログラムではなく、日常生活の延長にあるものです。七夕・七五三・ひなまつり等では、伝統 

や風習を大切にした古きよき日本の心を学ぶことを大事にしています。 

また、運動会や生活発表会、作品展等は、基本的には毎日の生活の中で行っていることを発表する場としてい

ます。子どもにとって、これらの行事は自分の力を発揮する場所です。行事を乗り越えていくことが、成長への

活力につながります。主なものを次に示します。 

(１) 秋の運動会 
   各学年の演技と競争遊戯があります。年長児の組み立て体操や鼓笛演奏は圧巻です。 

(２) 作品展 
  ４月から描いたり作ったりしてきた作品を、遊戯室や教室にいっぱい飾ります。作品から子どもの成長を見るこ 

とができます。 

(３) 生活発表会 
  西尾市文化会館の大ホールを借りて大勢のお客さまに来ていただき、演劇、踊り、合唱、合奏を行います。成長 

した子どもの姿を見ることができます。 

 

３ 自然体験活動 
  自然は不思議がいっぱい。自然に触れることは何ておもしろいことでしょう。木や草は、土とともにあります。 

水や土に触れることや、野菜や草花に触れることは、魅力いっぱいの体験です。 

 自分たちの手で育てることにより、思いやりの心や考える力などが育ちます。 

(１) 山の生活 
  一泊二日の山の生活には、年長児が参加します。雪のゲレンデでそり遊びを楽しみます。夜のキャンドルサービ 

スや友達とお泊りをする事は、最高の思い出となります。自然の凄さに触れ、自分の事は自分でやる事により、 

幼稚園生活で成長したことを具現化する機会とします。 

(２) 農業体験 
幼稚園の畑・田んぼ・花壇で、お米や季節の野菜を育てます。種まき、苗の植え付け、草取りや収穫など植物 

を育てる体験をする事により、育てることの大変さを知り、食べ物への感謝の気持ちや、育ててくれている人へ 

の感謝の気持ちを持てるようにします。 

自分たちで作ったものは自分たちで食べます。育てたものを食べることにより、育てる楽しさ、食べる楽しさ 

へつながります。 

(３) 一人一鉢の栽培活動(年中・年長児) 
幼稚園では、よい環境作りを目指し、樹木や花を花壇やプランターに植えて、たくさんの花を育てています。 

また、子どもたちの手でできる環境作りとして、一人一鉢でアサガオやチュ―リップを育てます。 
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(４) 花火大会とキャンプファイヤー 
  年中児の行事として、夏に花火大会を開きます。カレーライス作り、キャンプファイヤーと楽しいプログラムが 

続き、子どもたちは元気いっぱいに活動します。最後は、夜空に広がる花火をお家の方とも一緒になって楽しみ 

ます。火の凄さや火の怖さに触れる体験にもなります。 

 

４ 専門講師による指導 

体育あそび 
組立体操・跳び箱・マット運動を中心とした体育指導を受けます。 

その成果は、運動会で発表されます。 

リズムあそび 
年中・年長児は鼓笛演奏の指導者から指導を受けます。その成果は、運動会をはじめ各種の行

事で発表されます。 

英会話あそび 
外国人講師から英会話の基礎を学びます。自由あそびや給食の時も一緒に活動し、国際感覚を

養います。 

造形あそび 描画や工作等の造形活動の指導を専門講師から受けます。その成果は作品展で発表します。 

 

５ 地域との交流 

(１) 老人施設の訪問 
特別養護老人ホームなどの老人施設を訪れ、歌や合奏の発表、手遊び・ゲームなどをして、高齢者の皆さんと

交流します。 

(２) 地域とのつながり 
町の行事や地域のイベントに積極的に参加します。地域外からでも合唱や合奏などの依頼があれば積極的に参 

加します。 

(３) 園外活動 
   近隣の公園や寺社の境内で、木の葉やどんぐりを拾ったり、七五三まいりなどに出かけます。 

  時にはバスに乗って少し離れた公園などにも出かけます。 

 

６ 水あそび 
  園内で６月から８月末まで、どろんこあそびをしたり、園内のプールに入ったりします。 

 

７ 安全学習 
  毎月１回、テーマを決めて安全学習を行います。避難訓練・遊具の安全な使い方・交通安全・歯磨き・かぜの予

防等、その時々にふさわしいテーマで実施します。 

 

８ 給食 
(１) 調理室で作られた給食を食べます。 

(２) 献立は、岡崎市の献立を参考にしています。 

(３) 給食で食べるお米は学園の田んぼで職員が作っています。 

(４) 心身の健全な発育をはかるために、何でも食べられるようにしたいと考えます。なお、アレルギーなどで

食べてはいけない食品がありましたら、早めにお子さんの状態を担任までお知らせください。 

(５) 食物アレルギーがある方は、基本的にお弁当を持参していただきます。給食室で全ての食品を取り扱ってい

る為、除去食等は行っていません。 

(６) 台風などで給食が出ない日には、おにぎり弁当となる場合があります。 

 

９ 課外教室（有料） 
  午後３時～希望者を対象に行います。なお、レッスン終了後の通園バスの利用はできません。 

造形教室 楽しく絵を描いたり、作ったり、造形遊びをします。（カワイ造形） 

 英会話教室 外国人講師から英会話の基礎を学びます。（ヴァンテージジャパン英会話） 

体育教室 体育の指導者が授業後に希望者を集めて体育教室を開催します。（梅村体育） 

 フラダンス教室 フラダンス指導を専門講師から受けます。  

スイミングスクール パルスイミングと提携しています。 

※課外教室につきましては人数の関係で開催できないものもありますのでご了承ください。 
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☆ はずみやこ幼稚園での生活 ☆ 
年間行事一覧 

行事 時期(月) 保護者の参加 内容 対象 

入園式 ４月 ○ (平日) 
＊入園式                

＊担任発表 
新入園児 

PTA総会        

授業参観 
 ５月                ○ (平日) 

 ＊１年間のPTA活動を決める                 

＊ 授業参観 
全園児 

田植え ６月 × (平日) ＊田植え体験 年長児 

春の遠足 ６月 ○ (平日) ＊親子遠足                                               全園児 

七夕会  ７月        
○        

(土または日曜日) 
＊盆踊り                  全園児 

花火大会 ８月            
○ (平日)       

※花火のみ 

＊カレー作り                    

＊思い出づくり              

＊キャンプファイアー               

＊打ち上げ花火 

年中児 

敬老会 ９月    
○      

(土または日曜日)     
※祖父母のみ 

＊歌（各学年）                   

＊合奏（年長）                           

＊バザー 

全園児 

稲刈り １０月 × (平日) ＊稲刈り体験                      年長児 

秋の運動会 １０月 
○        

(土または日曜日) 

＊かけっこ（各学年）               

＊親子競技(各学年)                

＊踊り（年少・年中）               

＊リレー（年長）                  

＊跳び箱・マット運動（年長）                

＊鼓笛（年長）                   

＊親子で踊り（未満児）              

＊卒園児競技                   

＊ＰＴＡ競技 

全園児 

秋の遠足 １０月 × (平日) ＊バス遠足                    年少児以上 

七五三参り １１月 × (平日) ＊神社に七五三参りに行きます                    全園児 

生活発表会 １１月 ○        
(平日または土日祝) 

＊劇・踊りの発表            

＊合唱・合奏                                         
全園児 

マラソン大会 １２月 ○ (平日) ＊マラソン                  全園児 

カルタ会 １月 × (平日) 

＊かるた取りで勝負する            

＊クラスチャンピオン 

学年チャンピオン 

全園児 

豆まき ２月 × (平日) ＊豆まき 全園児 

作品展 ２月 
○        

(土または日曜日) 

*作品の展示 

*PTA・職員バザー 

*餅つき 

全園児 

山の生活        ２月 
× (平日)         

(１泊２日) 

*そり遊び 

*雪遊び 
年長児 

ひなまつり会 ３月 × (平日) *ひなまつり会 全園児 

卒園式 ３月 ○ (平日) 

＊修了証書授与式                     

＊謝恩会                           

＊年中児演奏 

年長児 

誕生会 毎月 ○ (平日) 
＊遊戯室で誕生会                

＊保護者と一緒に給食       
全園児 
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主な年間行事 
行事は、特別なプログラムではなく、日常生活の延長にあるものです。行事では伝統や風習を大

切にした古きよき日本の心を学ぶことも大事にしています。また行事に力を入れますが、基本的生

活習慣が身についている子どもたちにとって、行事は自分の力を発揮する絶好の機会でもあります。 

 

４月 入園式 
大きな制服を着て、お母さんと手をつなぎ初めての登園。

これからどんな楽しいことが待っているのかな？ 

ドキドキ・ワクワクの入園式！ 

 

 

 

 

 

６月 親子遠足 
保護者の方と一緒に遠足にいきます。入園して２ヶ月が

経って新しいお友達はできたかな？園ではどんな風に過

ごしているのかな？ 

 

 

 

７月 七夕会 
浴衣や甚平を着て、みんなで盆踊りを踊ったり、縁日

を楽しんだりします。地域の人にも参加してもらい、

みんなで夏をおもいっきり楽しみます！！ 

 

 

 

 

８月 花火大会 (年中) 
みんなでカレー作りをしたり、キャンプファイヤーをし

たり、花火を見たりします。先生たちによる火舞いも見

どころです。年中さんだけの素敵な思い出ができます。 

 

 

 

９月 敬老会 
大好きなおじいちゃん、おばあちゃんに 

日頃の感謝の気持ちを込めて、歌や演奏をプレゼント

します。みなさんに元気を届けます。 
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９月 運動会 
各学年、かけっこや学年競技、親子競技などを行います。

年長児は組み立て体操や、鼓笛演奏、リレーにも挑戦し

ます。家族みんなで我が子の応援に夢中になれます！ 

 

 

 

 

１２月 生活発表会 
大きなホールに、大勢のお客様に来ていただき、劇や

オペレッタ、踊り、歌や合奏を力いっぱい披露します。

一生懸命披露する子どもたちの姿に感動すること間違

いなしです！ 

（R5年・6年度は２月に行います） 

 

 

２月 作品展 
１年間で描いた絵や、造形の作品を展示します。子ども

が自分のつくった作品を保護者の方に得意気に見せる姿

はとてもほほえましいです。他にも餅つきやバザーをみ

んなで楽しみます。 

 

 

３月 卒園式 
一生懸命過ごす３年間は、一生忘れられない３年間に

なります。子どもにとっても、ご両親にとっても、先

生たちにとっても。卒園式は、３年間の成長を発表す

る、最初で最後の舞台！ 

 

 

 

＜その他の行事＞ 
・授業参観・七五三参り 

・秋の遠足・クリスマス会・カルタ会 

・お店屋さんごっこ・マラソン大会・豆まき 

・ひなまつり会など… 

季節に合わせた行事も行います。 
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＜食育＞ 
青山学園では食育にも力を入れています。 

・田植え・稲刈り・ジャガイモ掘り 

・さつまいも苗さし・さつまいも掘り・やきいもパーティーなど… 

自分たちで田植えや稲刈り、さつまいもの苗をさしたり収穫したりすることで、食べられること

の大切さ、大変さを感じながら食べ物に感謝できるようにしたいと考えています。 

 

＜園外活動＞ 
・公園や園の周りをお散歩・老人ホーム訪問など… 

幼稚園の外に出て、いろいろなところに行ったり、季節を感じながら自然に触れあったりします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜毎月の行事＞ 
誕生会 

お子様の誕生月に誕生会を行います。年少児

以上は保護者の方も一緒に誕生会に参加して頂

きます。先生たちの出し物を見たり、一緒に給

食を食べたりします。 
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 一日の流れ ３～５歳児 
平日 活動 半日 

 ８：３０～ ９：００ 登園  

 ８：３０～ ９：４５ 朝の身支度・自由あそび 

サーキットあそび 

１０：００～１０：３０ 朝の「てのひらたいむ」 

１０：３０～１０：４５ 体操・音楽集会 

１０：４５～１１：４５ 授業 

１１：４５～１３：００ 給食・片づけ・歯磨き・排泄等 

１３：００～１４：００ 授業 

１４：００～１４：１０ 帰りの「てのひらたいむ」 １０：５０～１１：００ 

１４：１０～１５：００ 自由あそび、バス１便準備・出発 

サーキットあそび・降園準備 

１１：１０～１１：３０ 

１５：００～１５：１５ 降園 １１：３０～１１：４５ 

１５：１５～１８：００ 預かり保育 １１：４５～１８：００ 

 

☆ 教育環境 ☆ 

１ 安全と安心を守ります 
  園の出入り口を一つにして、外部からの自由な出入りを防ぎます。 

毎月１回以上の防災訓練を実施し、災害が起こっても、落ち着いて行動できるように備えます。 

   職員は応急処置の研修などを定期的に受け、万が一の際に備えます。 

 

２ 傷害保険に加入します 
独立行政法人日本スポーツ振興センターの傷害保険に加入していただきます。 

任意で、(株)損保ジャパン・東京海上の保険に加入して頂きます。 

  

３ 育児相談について 
  育児や家庭の事で悩んだら園へご相談ください。一人で悩む必要はありません。専門機関への相談が必要

な場合はご紹介いたします。 

 

４ 教職員について    
 

 

 

 

 

  

 
園児の成長と職員の成長は共にあるものだと考えています。園内研修と、学期一度程度の園外研修を行い、職員

の資質を高めます。 

 

５ その他 
保護者参加型行事      

行事の中には、保護者参加型の行事もたくさんあります。子どもは保護者の皆様に見てもらい、褒めてもらうこ

とで、更に成長をしていきます。職員の指導力や園の環境だけでは得られない、子どもの成長があると考えています

ので、保護者参加型の行事には、ご参加をお願いします。 

 

 ＰＴＡ活動について   
ＰＴＡ会員となり、ＰＴＡ活動に参加協力をして頂きます。ＰＴＡ役員さん委員さんは園の主な行事のお手伝い

をお願いします。ＰＴＡ会費（月額300円）の納入もお願いします。 

法人本部 

園長 

主任 

3・4・5歳児クラス担任 

 

事務職員・栄養士・調理担当 

パート職員 
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☆ 園のきまり ☆ 
１ 服 装 
 原則登園時には園指定の制服を着て登園していただきます。服装の乱れは心の乱れと言われます。服装を整 

えて登園してください。（園指定の体操服で登園していただく日もあります。） 

 自分で持てるものは自分で持って、登降園するようにしてください。（ランドセル・通園バッグ） 

   

２ 頭髪等 
(１) 頭髪を変色したりパーマをかけたりすること、一部を刈り込んだり剃り込んだりするような特別な髪型、

またピアスをつけたりマニキュアをしたりすることなど、華美なことはしません。 

(２) 頭髪は肩にかからないように、短く切るかしばります。頭髪をまとめるゴムひもは、飾りや玉のついて

いないものとし、髪留めのゴムひもも華美にならないようにします。また、帽子がきちんとかぶれるよう

な頭髪にします。 

 

３ 入園・退園・休園扱い  

(１) 入園は「？ガイド」を理解し厳守していただける方で、所定の入園手続きを経て、園と契約を交わして

頂いた方に限ります。 

(２) 退園する場合は，本園所定の『退園届』を提出してください。 

(３) 病気または事故等により長期に欠席する場合は，本園所定の『休園届』を提出してください。翌月の 1

日より休園扱いとします。 

 

４ れんらくアプリ 
(１) 本園に入園していただく際に、れんらくアプリをインストールしていただきます。  

(２) れんらくアプリから出欠席の連絡や、制服等の用品注文、園発行のお便り、園からの一斉連絡などに使用しま

す。使用方法等は、別紙にて入園時にれんらくアプリの登録用紙と一緒にお渡しさせていただきます。 

 

５ 直接通園 
(１) 一斉登園時刻  午前8時30分～午前9時00分  

    一斉降園時刻  午後3時00分 （半日授業 午前11:30） 

(２) 送り迎えは通園路を決め、保護者の責任によって行ってください。 

(３) 送ってこられたら、玄関で職員にお引き渡しいただき、すぐにお帰りください。 

(４) 迎えが遅くなり、預かり保育の時刻がきてしまった場合は、希望していなくても預かり保育として扱います。 

 

６ バス通園 
(１) バス通園については、在園児は年末に、新入園児は入園検定時に希望を取ります。 

(２) 通園バスのコースと時刻は、希望者の住所と道路状況によって決まります。 

(３) 乗降時には５分前に集合してください。欠席される場合は、バス出発の１０分前までにアプリにて連絡をお願 

いします。 

(４) 定時刻に乗降場所にお迎えがない場合は、園に連れて帰り、お迎えが来るまで預かり保育とします。(有料) 

※バスに乗っていた時間も預かり料金が発生します。 

(５) 通園バスが遅れる場合は、電話でお知らせします。万一、予定時刻を大幅に過ぎてもバスが乗降場所に来ない 

時は、幼稚園にご連絡ください。但し、４月当初は運行に慣れないため、10分程度遅れる場合があります。 

(６) 夏休み・冬休み・春休みの自由登園の日のバスは、運行しませんので、登園される方は送り迎えをお願いしま 

す。バスの利用は原則１年を通しての利用となります。休み期間中であってもバス代はいただきます。 

 

７ 降園方法の変更 
 急用以外は、各自決まった方法で登降園するようにしてください。毎日同じリズムで生活することはとても大切な 

ことです。特に、終了時は一日の締めくくりの時間です。落ち着いて過ごさせたいと考えています。 

(１) 終了時刻前にお迎えに来られる場合（午後2:30） 

   アプリで早迎えの登録をしてください。 

(２) 送迎者を変更する場合 

   お子さんの送迎者を変更する場合は、本園所定の『送迎者変更届』を担任に提出してください。通園バスの方 

は、通園バス添乗の職員にお渡しください。 
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８ 担任への連絡 
(１) 毎日お子さんのランドセルの中を点検し、出席ノート・連絡プリント等に目をとおしてください。なお、月 

末には出席ノートをご確認の上、捺印をお願いします。 

(２) 授業中の電話による担任の呼び出しは、緊急を要する時以外はご遠慮ください。朝は午前８時半～９時まで、 

昼からは午後３時以降にお願いします。 

(３) 保護者の方の勤務先や緊急時の連絡先が変更された時は、速やかにご連絡ください。 

 

９ 休園日 

（1） 「国民の祝日に関する法律」で定められた日（祝日） 

（2） 土・日曜日 

（3） 年末年始（12月29日～翌年１月６日まで）お盆（8月13日～8月15日） 

（4） 長期休業中（夏期・冬期・春期）の長期休業預かり保育の行われない日 

（5） その他園長が定めた日 

 

 １０ 除 籍 
 授業料及びその他の諸経費が２か月以上滞納された場合、また園の重要事項説明書に書かれている事が守っ 

ていただけない場合は除籍となります。 

 

１１ 台風等による臨時休園※災害時や緊急時の連絡手段として、一斉緊急メール送信をさせていただきます。 
  

 午前７時現在の気象情報で、愛知県西部または愛知県西三河南部に風を伴う警報（暴風警報・暴風雨警

報・暴風雪警報）が発令されている場合 ※注意報の場合には該当しません。 

             ↓                   ↓ 

＜一日授業の日＞             ＜半日授業の日＞          

 

 

        ↓          ↓ 

警報解除後随時登園します。

登園の為の通園バスは出ませ

んので、送ってください。帰

りの通園バスは原則として出

ます。この場合一斉メールは

回しません。 

 臨時休園 

（課外教室も同じ） 

 

※台風等による臨時休園などの給食について 

・基本的には事前に台風情報などで分かっている場合は、給食中止を前日までには手紙等で連絡させていただきます。

大雪等急な場合は当日の朝７時の一斉緊急メールで給食中止をお知らせさせていただく場合もあります。ご了承くだ

さい。 

 
(１) 登園後に風を伴う警報（暴風警報など）が発令された場合 

    警報が出た時点で園は休園とし、状況判断の上、帰宅させます。その場合は、一斉緊急メールでお知らせし

ますので、園までお迎えをお願いします。 

(２) 朝７時時点で風を伴う警報（暴風警報など）以外で休園となる場合大雨や大雪などにより危険な状況がある

と園長が判断した場合は、午前７時より一斉緊急メールを回します。 

(３) 休園になった場合の課外教室について 

    休園になった場合は，園で行っている課外教室はお休みになります。その場合，改めて振替日等について各

課外教室からお知らせします。 

 

１２ 臨時の自由登園 
  暴風に関する警報は出ていなくても、大雨や大雪、道路の凍結等により安全を考慮して通園バスを休止とする 

場合があります。その時は、バス利用者だけでなく全園児を臨時の自由登園扱いとし，一斉緊急メールでお知ら 

せします。 

 

午前１０時までに警報が解除

された場合 

 午前１０時を過ぎても警報が

解除されない場合 
臨時休園(課外も同じ) 
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１３ 災害その他による登園後の異常時の対応 
  園児の登園後に、大きな地震等の自然災害や不審者の出没等の異常事態が生じた時は、園として最大限の 

努力で園児の安全の確保に努めます。こうした事態が発生した際には、基本的には保護者による園児のお迎 

えをお願いします。一斉緊急メールによる連絡が可能な場合は直ちにお知らせしますが、災害や事件の大き 

さ・内容によっては、職員は園児の安全確保を最優先し、連絡ができない場合も考えられます。こうした場 

合には保護者の判断で、速やかなお迎えをお願いします。 

 

１４ 感染症に伴う出席停止 
(１) 次の疾患は、集団感染を予防するため、学校保健安全法に基づいて出席停止の対象になります。欠席

は公欠扱いとなり、欠席にはなりません。 

学校伝染病第一種 細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス等、新型コロナウイルス 

  同  第二種 インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、風疹

（３日ばしか）、水痘（みずぼうそう）、咽頭結膜炎（プール熱）、結核 

  同  第三種 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 

  なお、該当の疾病と診断されたら、次の手続きをしてください。 

（ア） 医療機関で『診断証明書』をもらって幼稚園に提出してください。 

（イ） 感染の恐れがなくなったと診断されたら、本園所定の『登園許可証』に医師の証明をしてもらうか、

医療機関発行の『治癒証明書』を幼稚園に提出してください。 

（２） 次の疾患は、上記の第三種の内の「その他の伝染病」に該当しますが、出席停止の対象となりません。

但し、感染の恐れがありますので、医師が伝染の恐れがないと認めるまで登園を控えてください。 

学校伝染病第三種 その他の伝染病 

 溶連菌感染症（猩紅熱）、手足口病、伝染性紅斑（りんご病），ヘルバンギー

ナ、ウイルス性肝炎、流行性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、伝染性膿痂疹（と

びひ）、伝染性軟属腫（みずいぼ） 

 ※ 頭しらみについては、医師の判断及び保護者の判断により公欠扱いになります。但し、治療（駆除）す

ることを前提とします。 

＜参考＞ 第二種伝染病の潜伏期間と出席停止の基準 

病  名   潜伏期間    出席停止期間の基準 

インフルエンザ   １日～２日 解熱した後，２日を経過するまで 

百日咳   ６日～15日 特有の咳が消失するまで 

麻疹（はしか）   10日～12日 解熱した後，３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）   14日～24日 耳下腺の腫脹が消失するまで 

風疹（３日ばしか）   14日～21日 発疹が消失するまで 

水痘（みずぼうそう）   11日～20日 すべての発疹がかさぶたになるまで 

咽頭結膜炎（プール熱）   ５日～６日 主要症状が消退した後，２日を経過するまで 

結核 結核菌の感染を受けて

も臨床症状の出現は一

様ではない。 

病状により，園医その他の医師が伝染のおそ

れがないと認めるまで 

新型コロナウイルス感染症 発症２日前～ 

発症後７日～10日 

治癒するまで 

 

１５ 確認させていただくもの 
（１） 必要に応じて母子手帳を集めさせていただき、出生時の様子や、予防接種の状況、健康のチェックな

どさせていただきます。 
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☆ 費用について ☆ 
 

１ 保育料負担 （原則無償化） 

 

２ 購入していただく物                         2023/7/1現在 

品 名 価 格 品 名 価 格 

ブレザー 13,130 冬遊び着 2,150 

ズボン 6,250 夏遊び着 2,050 

スカート 6,900 冬帽子 3,540 

長袖ブラウス  4,630 夏帽子 2,910 

夏ブラウス 7,630 ランドセル 4,850 

夏ショートパンツ 2,800 通園バッグ 1,040 

冬体操服（トレウエア）  4,350 靴下 520 

冬長ズボン（トレタイツ） 3,950 体操服名札 80 

冬半ズボン（半パン） 2,300 カラー帽子 750 

夏体操シャツ（クールマジック） 3,580 UVガード（カラー帽子） 530 

100㎝～130㎝以外のサイズは約2割増 

学用品名 価 格 

お道具ケース 650 ハイクレヨン16色 660 

粘土板みつばち 620 パチッとのり 200 

粘土板へらプラＡ 210  水彩絵の具 370  

カスタネット 300  制作帳 610  

粘土ケース 290  出席ノート 490  

絵の具筆10号 330  シール 300  

防災クッションイルカ 2,300  お知らせ袋 310  

はさみフッ素 530  誕生カード 310  

ｅ粘土ジュニアにが味 350  氏名ゴム印 395  

自由画帳 245  ビニール名札（１枚） 165  

ボール 1,580   

 

３ 毎月かかる費用 保育料以外は予定価格です  

指
定
金
融
機
関
よ
り
引
き
落
と
し 

保育料           原則 無償化 

施設設備費 1,500円／月 

給食費(牛乳代込) 6,000円／月 ＊西尾市一部補助 

入園料 28,000円(入園時) 

ＰＴＡ会費 300円／１ヶ月 

スクールバス代 年間36,000円・3,000円／月（満3歳児以上利用可能） 

その他 教材代・用品代・遠足代・記念写真代・卒園アルバム代 等 

※入園料は入園手続き時に収めて頂きます。一旦納付されたものは返還しません。 

保育料以外のものは、月の途中、年の途中であっても日割り計算はしません。 
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☆ 子育て支援 ☆ 
１ 預かり事業（預かり保育）について 

 預かり保育 

利 

用 

料 

金 

教育時間終了～午後6時 

150円／30分 

10,000円／月 

 

２ 一時保育事業 
 

別紙に定めるものとする 

 

☆ 入園にあたってのお願い ☆ 
 

１ 元気よく通うことができるようにサポートしましょう 
  「幼稚園はお友達がたくさんいて楽しいよ」など、こども園への期待を膨らませることがで 

きるような言葉がけをしてください。 

 

２ 規則正しい生活に慣れさせましょう 
(１) 早寝早起きの習慣をつけましょう。 

(２) 自分で顔や手を洗ったり、拭いたりできるようにしましょう。 

(３) 食事は一人で食べられるようにしましょう。 

(４) 毎朝、排便をする習慣をつけましょう。 

(５) 鼻水は自分でかめるようにしましょう。 

 

３ 自分のことは自分でするように仕向けましょう 
(１) 自分の持ち物は、自分で整理できるようにしましょう。 

(２) 持ち物には必ず名前と、お子さんにもわかる目印をつけておきましょう。 

(３) 自分で衣服を着たり、靴を脱いだりすることができるようにしましょう。 

 (４) 登降園の際は、自分の荷物は園児が自分で持ちましょう。 

 

４ 自分の名前が言えるようにしましょう 
(１) 男の子は「ぼく」、女の子は「わたし」と言えるようにしましょう。 

(２) 自分の名前をはっきり言えるようにしましょう。 

(３) 呼ばれたら、「はい」とはっきり返事をしましょう。 

 

５ 園との連絡を密にしましょう 
(１) 園からのおたよりは必ず読んで、園の方針等を理解しましょう。 

(２) 欠席や遅刻をする場合はアプリや電話にて、必ず園に連絡をとりましょう。 

 

６ その他 
(１) 履物は大きすぎると歩きにくく、同時に脱げやすくなりますので、合ったものを用意して 

 ください。 

(２) 目・耳・鼻の病気や伝染病（伝染性疾患）などは、入園するまでに治しておいてください。 
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☆ その他運営について ☆ 
１ 損害賠償について 

（１）本園において、本園の責任により園児に生じた損害については、本園は速やかにその損害を賠償いたします。

ただし、その損害の発生について、園児・保護者側に故意又は過失が認められる場合において園児の置かれ

た心身の状況を斟酌して相当と認められるときには、本園の損害 賠償責任を減じる場合があります。  

（２）本園は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当す

る場合には、本園は損害賠償責任を免れます。  

ア 保護者が、契約締結に際し、園児の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又

は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合  

イ 園児の急激な体調の変化等、本園の保育内容を原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合 

ウ 園児が、本園もしくは教職員の指示等に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合  

 

２ 守秘義務及び個人情報保護  
（１）守秘義務  

本園及び教職員は業務上知り得た園児及びご家族の情報を第三者に漏洩することはしません この守秘義務

は園児が幼稚園を卒園した後も継続します。  

（２）個人情報の第三者提供  

ア 本園は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び文部科学省が策定した「学校に

おける生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が 講ずべき措置に関する指針」を

遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。  

イ 本園及び教職員は、業務上知り得た園児及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に 漏らしません。  

ウ この秘密を保持する義務は契約が終了した後においても継続します。  

エ 本園は、教職員に、業務上知り得た園児又はその家族の秘密を保持させるため、教職員である期間及び教

職員でなくなった後においてもその秘密を保持するべき旨を、教職員との 雇用契約の内容とします。 

 

３ 個人情報の取り扱いに関する開示・訂正・利用停止等について  
（１）本園は、保護者がその子ども、その家庭及び自身の個人情報の開示・訂正・利用停止・削除を求める権利

を有していることを十分に認識し、これらの要求がある場合には、法令に従い速やかに対応します。なお、

苦情等についても適正に対応します。  

（２）個人情報を開示する際には、本人（保護者）確認のため免許証等の身分証を確認します。 

 

４ 本園の利用に際しての留意事項  
（１）在園中は、園の規則に従い、またお子様がスムーズな園生活が送れるようご協力ください。  

（２）在園中に保育のカリキュラムや行事の内容、園の規則などの改定があった場合は新規定に従っていただき

ます。  

（３）以下に該当した場合、園長はその者を退園させることができます。  

ア 保護者が園の教育・保育に理解・協力されない場合  

イ お子様の発達等について、外部専門機関への相談・受診を園から依頼しても応じていただけない場合  

ウ お子様の発達や特性に応じ、通園方法、日数、時間等を園から提案しても応じていただけ ない場合  

エ その他、家庭と協力し合ってお子様の成長を支えていくことが難しいと園が判断した場合  

 

５ 障害のあるお子さんの入園について 
  軽度の身体、あるいは心的障害のあるお子さんで、一人で、あるいは教員の付き添いにより集団生活ができ、園 

生活を送ることにより発達が見込めると認められたお子さんについては、保護者の方が以下の項目に承諾頂けれ 

ば、入園して頂けます。 

 ア お子さんの発達にお互い最善を尽くしましょう。園の教職員と話し合いを行うことはもちろん、場合によって 

は専門機関での治療も幼稚園登園と並行して行いましょう。 

 イ 園が行政等の支援（専門家によるアドバイス、教員加配の為の補助金）を受けるため、話し合いや書類の提出 

等にご協力下さい。 

 ウ 年度の途中でも、発達が見込めない場合、集団生活が困難な場合は、改めてご相談させて頂きます。 


